
工事実績情報サービス（工事カルテ）の作成・登録について 
 
 

受注者は、受注時または変更時において、工事請負代金額が 500 万円以上の工事に

ついて、工事実績情報サービス（ＣＯＲＩＮＳ） に基づき、受注・変更・完成・訂正

時に工事実績情報として「工事カルテ」を作成し監督員の確認を受けたうえ、次の期

間内に、登録機関に登録申請をしなければならない。 

 

① 受注時は契約後、土曜日、日曜日、祝日等を除き 10日以内。 

② 登録内容の変更時は変更があった日から土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内。

ただし、工期、技術者に変更が生じた場合に行うものとし、工事請負代金のみ変更

の場合は、原則として登録を必要としない。 

③ 完成時は工事完成後 10日以内。 

④ 訂正時は適宜。 

 

また、登録機関発行の「登録内容確認書」が請負者に届いた際には、その写しを直

ちに監督員に提示しなければならない。なお、変更時と完成時の間が 10日間に満たな

い場合は、変更時の提示を省略できるものとする。 

 

 

 

 

工事実績情報システムに関しては、以下にお問い合わせください 

（一財）日本建設情報総合センター コリンズ・テクリスセンター 

ＴＥＬ：03‐3505‐0463 

http://ct.jacic.or.jp/index.html 

 

コリンズのパンフレット（受注者向け・発注者向け） 

http://ct.jacic.or.jp/news/pdf/cortec_20131126.pdf 
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